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教育研究資金の不正な使用に係る調査結果について 

 

    

Ⅰ． 経緯等 

本学大学院理工学研究科准教授の山本貴富喜（やまもと・たかとき）(以下，「准教授」という。)について

は，会計担当部署による支払い手続きを通じた事実確認において，タクシー利用の乗車賃立替払い請求が顕著

に多いため，乗車区間と領収書等書類の精査を行ったところ乗車区間を営業区域としていないタクシー会社

の領収書に基づいて支払がなされていたものが発見された。このため，タクシー会社に対して乗車区間につい

て照会を行った。その結果，タクシー会社に照会を行った全ての案件に関して，准教授からの請求乗車区間と

タクシー会社から回答のあった乗車区間とが合致していないことが確認されたため，平成 28 年 4 月 26 日に

「大学院理工学研究科（現工学院）准教授による乗車賃立替払いに関する調査委員会（以下，「調査委員会」

という。）」を設置した。 

 

 

Ⅱ．調査 

 (1)調査体制 

   「国立大学法人東京工業大学における教育研究資金の不正使用についての調査等に関する規則」に基づ

いて，平成 28 年 4 月 26 日に調査委員会が設けられた。委員会の構成等は，次表のとおりである。   

氏名 所属・職名 備考 

安藤 真 理事・副学長(研究担当) 委員長 

植松 友彦 副学長（情報基盤担当） 学長が指名する者 

長谷 一雄 長谷一雄 法律事務所 弁護士 法律に関する専門知識を有する者 

高橋 俊太郎 長谷一雄 法律事務所 弁護士 法律に関する専門知識を有する者 

鈴木 大輔 鈴木大輔公認会計士事務所 公認会計士 会計事務に関する専門知識を有する者 

 

 (2)調査内容 

  ①調査対象期間  平成 22 年度～平成 27 年度 

 

②調査対象経費 

准教授が予算詳細責任者※1となっている経費（平成 21～平成 27 年度：総額 149,238,083 円）のうち，

タクシー利用に係る乗車賃立替払い請求の状況は表 1のとおり。なお，本事案の対象外となっている物件

費については，現物確認を実施し，旅費の支給についても証憑類により確認を行ったが，不備は見られな

かった。 
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当部署における注意度が十分でなかったことも事実であるが，請求の都度の書類の完璧な確認が現実

的に難しいことも一因である。 

   

  (3)再発防止策 

    本件は，会計担当部署による支払い手続きを通じた事実確認の中で判明した事案であり，本学にお

ける「教育研究資金不正防止計画」のモニタリングが機能したとも考えられるが，より効果を上げる

ために手順の見直しに加え，今後は，以下の再発防止策を講じることとしたい。 

   1)タクシー利用手続きの変更 

     教員等のタクシー利用については，これまで理由書や領収書などの一連の書類により，事後精算

として利用者本人からの請求に基づき支払いを行ってきたが，今後は，緊急時を除き，事前に担当

部署にタクシー利用の申請手続きを行い，承認を得た上で使用を認める。 

    

2)タクシー利用後の速やかな経理処理について 

    教員等がタクシーを利用した場合は，誤請求を防ぐ意味からも，立替払い請求を速やかに実施す

ること，仮に誤った領収書に基づき立替払い請求を行った事実が判明した場合，速やかに正しい領

収書が提出されない場合には全額返還となることについて周知徹底を図る。 

 

3) 経理処理時の確認の徹底 

経理処理を行う事務担当部署において，立替払い請求書類に教職員が作成したタクシー利用に係

る「理由書」の添付のみではなく，領収書と請求乗車区間の整合性など要点を絞り，請求の正当性

を確認することを徹底する。 

    

4）監査による牽制体制の充実と連携強化 

      現在，学内の各部署において，既にそれぞれの立場から多様な観点でモニタリングを実施してい

る。立替払い請求についても，各部署との連携を更に密にして，リスクにつながる事案の情報共有

や，リスクを回避するための不正防止対策の見直しなど，モニタリング全体の機能強化を図る。 

 

5) 研究費の適正使用に関する研修会等の充実・強化 

   研究活動に関する全学研修会は，平成 26 年度から全教職員（学振特別研究員含む）に年 1回の 

受講を義務付け開催してきたが，今後は，今回の事案についても学内に周知し，不正事案を再発さ 

せることがないよう徹底を図る。また，不正使用等を行った場合に大学及び資金配分機関が行う処 

分，研究費返還等についても周知の再徹底を図る。また，事務職員に対しては，学内外で実施する

研修等への積極的な参加を促し，知識の習得に努め，研究者からの使用ルールや事務手続きに関す

る相談窓口としての機能強化を図るとともに，研究者との円滑なコミュニケーションに努めること

を徹底する。 

 

   

以  上 

 


